
特 記 仕 様 書 

   業 務 名：令和８年度 県有林森林環境管理推進事業    事業場所：奈良県吉野郡川上村大字井光  （総則）  第１条 本事業の施行にあたっては、この特記仕様書による他、「県営林造成事業標準仕様書」（令和３年４月）」（以下「標準仕様書」という）、「県営林造成事業施工管理基準」（平成２９年９月）（以下「施工管理基準」という）を準用するものとする。またこれにより難い場合は、監督職員に対して協議または申し出を行い、指示または承諾を受けるものとする。  （特記事項） 第２条 本事業の施行にあたっては、次の各号に留意すること。 （１）本事業は井光県有林の混交林化を推進する基盤施設を整備する事業であることから、施工能力を担保するため、過去１５年間に奈良県木材生産推進事業もしくは森林資源適正管理推進事業又は県営林造成事業の実績を証明できる者であること。（発注者は問わない）  （一般的事項）  第３条 本事業の施行にあたっては、次の各号に留意すること。 （１）設計図書により施工区域をよく確認し、区域外の林内へは立入らないこと。 （２）現場における火気に十分注意し、山火事等を起こさないように十分注意すること。 （３）他の山林労働者、現場付近立入者に対しては、十分に注意し事故防止に努めること。施工区域及び現場への経路上においては、民家、公道等に近接する場合があることから住民、一般の通行人及び通行車両に十分注意し、事故防止に努めること。 （４）周辺施設や施工区域周辺の立木等に被害を及ぼすことが無いよう注意して施工すること。 （５）受注者は、本事業に係る工程調査、社会保険料等の調査（中退共、林退共等退職金共済を含む加入状況や掛け金額等を対象とする）に協力すること。詳細は監督職員の指示に従うこと。なお調査内容はその目的以外には使用しない。 （６）事業が完了した時は、監督職員の指示により伐採箇所、集積土場の整理清掃を行わなければならない。 （７）作業計画表に基づく進捗管理に注意するとともに、進捗状況報告を適宜行うこと。 （８）本施工区域は保安林内であるため、立木竹の伐採、損傷、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、土地の形質の変更等、保安林機能を損なう行為は禁止する。これに違反した場合は、原状回復を指示するので、受注者は速やかにその指示に従わなければならない。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。  （安全対策） 第４条 受注者は本事業の施行に際して安全確保に係る以下の各号に十分注意すること。 （１）受注者は、本事業に従事する作業員に対し、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を実施し配置すること。     受注者は、支障草木の伐採等で作業員にチェーンソーや刈り払い機を使用させる場合は、それらの機械操作業務に係る特別教育又は技能講習を修了した者を作業に従事させること。また、チェーンソー作業に従事させる場合、必要な規格（平成３１年厚生労働省告示第１１号、平成３０年６月２２付け基発０６２２第２号のガイドライン）を満たす防護着を使用すること。 （２）安全管理作業員は、これら作業員の資格を作業着手前に確認し、定められた防護着を適切に着用、使用しているか等、作業前、作業中を通じ確認するものとする。 （３）受注者の作業員が必要資格を取得するためこれら教育訓練に要する費用は、受注者の負担とする。 （４）本事業はその特性上、施工区域が広い範囲に及び、安全管理に困難を伴う事によく留意し、単独作業となる事に起因する現場での事故災害の発生を予防するため、作業員同士の連携、連絡に十分留意する等、必要な措置を講ずること。 （５）前各号を踏まえ、安全管理作業員は作業前、作業中、作業後、及び防護着を装着している状



況等について適切な安全管理、確認を実施するとともに、適宜その状況について写真による記録管理を行うこと。    （例：危険予知活動、ミーティング、事前事後の作業員の健康チェック等） （６）受注者は、作業員を被保険者とする労働者災害補償保険等各種保険に加入すること。加入状況は検査時及び監督職員に提示を求められた際は提示すること。  （受注者の負担）  第５条 次の各号に要する費用は受注者の負担とする。     なお、これらについて発注者に異議を申し立てることはできないものとする。 （１）施工に伴う既設の林内の刈り払い等を行う費用。（設計図書において特に指示したものを除く） （２）林地、林木及び作業員等に対する危険防止費用。 （３）検査又は監督に立ち会うための費用及び検査手直しに係る費用。 （４）受注者が施工区域内外を問わず立木等を誤伐、損傷した場合の復旧または弁償に係る費用。 （５）受注者の作業員が施工に必要な資格を得るための教育訓練に要する費用。  （施工）  第６条 本事業の施工にあたっては、次の各号に留意すること。  （１）砂利路盤工   砂利路盤工は既設作業道を不陸整正した後、現地採取の砂利を厚さ２０㎝敷くものとする。 現地採取の場所については監督職員の指示に従うこと。  （出来型、写真管理）  第７条 出来型、写真管理は、第１条及び施工管理基準によるものとする。  （その他）  第８条 林道を通行する車両に注意するとともに近隣での作業者等とトラブルにならないよう十分に調整を図ること。 


